
　　　藤　沢　市　長　　

現況地目 現況地積

　道路相談

□有　　　　　　　　□無 □有　　　　　　　　□無

＊「建築制限に係る補正」は、建築指導課にて「建築制限を受ける」と確認された土地にのみ適用されます。そのため申請の
前提として，「建築指導課」で上記の相談を受けることが必要となります。

　　起案

　　決裁

　　施行

建築制限に係る補正適用申請書

　　　　　　　　年　　　月　　　日

（　　　）電話

　次の土地については，建築制限を受けるため，宅地としての有効利用ができないことから，
固定資産（土地）評価において，「建築制限に係る補正」の適用を申請します。

申請者
（所有者）

氏名

住所

建築相談
の有無

制限理由

建築許可事前相談

主査

所在地番

　　１．藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２．藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　５．藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　３．藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　上記申請に基づき調査した結果，次のとおり決定してよいでしょうか。なお調査結果については，別
紙のとおりです。

決定区分 　　　□　適用　　　　　　　　□　不適用

課長 主幹 課長補佐 担当 調査員

申請場所

　　４．藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


